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▼
対
象

①
40
歳
以
上
で
受
診
時
に
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

（
令
和
８
年
度
中
に
40
歳
に
な
る

方
も
受
診
可
）

②
受
診
時
に
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
方

※�

対
象
の
方
に
は
、
５
月
上
旬
に

受
診
票
な
ど
を
送
付
し
ま
す
。

▼
費
用
＝
無
料

▼
注
意
事
項
＝
年
度
内
に
人
間

ド
ッ
ク
助
成
金
を
利
用
予
定
の
方

は
、
健
診
の
受
診
は
で
き
ま
せ
ん

◇
集
団
健
診

　
地
区
指
定
日
は
、
受
診
票
に
記

載
さ
れ
た
対
象
地
区
の
方
の
み
が

受
診
で
き
ま
す
。

　
入
場
整
理
券
は
当
日
の
朝
９
時

ご
ろ
か
ら
配
付
し
ま
す
（
状
況
に

応
じ
て
配
付
時
間
を
調
整
す
る
場

合
あ
り
）。

▼
受
診
可
能
人
数
＝
午
前
、
午
後

そ
れ
ぞ
れ
１
５
０
人

〈
同
時
に
が
ん
検
診
な
ど
も
実
施
〉

　
肺
が
ん
・
結
核
検
診
、
大
腸
が

ん
検
診
を
同
時
実
施
し
ま
す
（
各

５
０
０
円
）。

　
大
腸
が
ん
検
診
は
、
事
前
に
健

康
増
進
課
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

が
ん
検
診
は
国
民
健
康
保
険
加

入
者
以
外
の
方
も
受
診
で
き
ま
す
。

◇
個
別
健
診

　
市
内
外
の
契
約
医
療
機
関
で
健

康
診
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
希
望
す
る
方
は
、
契
約
医
療

機
関
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
大
網
病
院
の
み
、
が
ん
検
診
も

同
時
に
受
け
ら
れ
ま
す
（
負
担
金

あ
り
）。

▼
実
施
期
間

令
和
９
年
３
月
31
日
㈬
ま
で

　
詳
細
は
受
診
票
送
付
時
に
同
封

す
る
お
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問〈
特
定
健
康
診
査
〉

　
市
民
課
国
保
班

　
☎（
７
０
）
０
３
３
４

　〈
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
〉

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　
☎（
７
０
）
０
３
３
６

　〈
が
ん
検
診
〉

　
健
康
増
進
課
成
人
保
健
・
予
防
班

　
☎（
７
２
）
８
３
２
１

特
定
健
康
診
査
・

後
期
高
齢
者
健
康
診
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

◇
仮
徴
収
と
は
？

　
年
間
保
険
料
が
、
7
月
に
確
定

す
る
た
め
、
年
6
回
の
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
納
付
）の
期
間
の
う

ち
、
前
半
3
回（
４・６・８
月
）は

仮
徴
収
、
保
険
料
が
確
定
し
て
以

降
の
後
半
3
回（
10
・
12
・
２
月
）

が
本
徴
収
と
な
り
ま
す
。
保
険
料

確
定
後
の
本
徴
収
の
み
で
は
1
回

当
た
り
の
徴
収
額
が
高
額
と
な
る

こ
と
か
ら
、
軽
減
を
図
る
た
め
に

暫
定
金
額
で
仮
徴
収
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
令
和
8
年
度
の
確
定
し
た
年
間

保
険
料
は
、７
月
に
通
知
し
ま
す
。

◇
特
別
徴
収
と
な
る
方

▼
対
象

①
す
で
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
で
納
付
し
て
お
り
、
令

和
８
年
２
月
の
年
金
か
ら
保
険
料

が
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

②
令
和
７
年
10
月
1
日
ま
で
に
、

本
市
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

新
た
に
加
入
し
た
方
、
ま
た
は
介

護
保
険
第
1
号
被
保
険
者
（
65
歳

以
上
）
に
な
っ
た
方

※�

①
の
方
の
１
回
当
た
り
の
仮
徴

収
額
は
、
令
和
８
年
２
月
の
特

別
徴
収
額
と
同
額
。

※�

②
に
該
当
す
る
方
の
み
、
４
月

初
旬
に
仮
徴
収
額
決
定
の
通
知

書
を
送
付
予
定
。

◇
普
通
徴
収
と
な
る
方
（
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
）

▼
納
期
＝
７
月
～
令
和
９
年
２
月

（
年
８
期
）

▼
対
象

①
令
和
７
年
12
月
１
日
時
点
で
老

齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
方

②
年
間
の
年
金
額
が
18
万
円
未
満

の
方

※�

年
金
を
複
数
受
給
し
て
い
て
、

合
計
金
額
が
18
万
円
以
上
で

あ
って
も
、
個
々
の
年
金
が
18
万

円
未
満
で
あ
れ
ば
普
通
徴
収
と

な
り
ま
す
。

③
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介

護
保
険
料
の
合
計
額
が
、
年
金
受

給
額
の
半
分
以
上
と
な
る
方

※�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
場

合
の
み
。

問�〈
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
〉

　
市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　
☎（
７
０
）
０
３
３
６

　�

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

資
格
保
険
料
課

　
☎
０
４
３（
３
０
８
）６
７
６
８

　〈
介
護
保
険
料
〉

　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
班

　
☎（
７
０
）
０
３
０
９

令
和
８
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
特
別
徴
収
の
仮
徴
収
が
開
始

●特定健康診査・後期高齢者健康診査
日程 対象地区 会場

5月20日㈬
上貝塚、上谷新田、柿餅上貝塚入会地、
清名幸谷、北横川、富田（九北地区を除く）、
北飯塚（わらび台地区）、南飯塚（わらび台地区）

大網白里アリーナ
（メインアリーナ）

※�スリッパをお持ちください。

5月21日㈭
木崎、南横川、星谷、大網（星谷、九北、

福田地区）、富田（九北地区）、
仏島（星谷地区）、駒込（星谷地区）

5月22日㈮ 南飯塚（わらび台を除く）､ 北飯塚（わらび台
を除く）､ 柿餅、柳橋、経田（星谷地区）

5月27日㈬ 地区指定なし
（どなたでも受診できます）5月28日㈭

6月16日㈫ 下ケ傍示、二之袋、清水、北今泉、南今泉

農村環境改善センター
（いずみの里）

6月17日㈬ 四天木、細草、長国、北吉田、九十根、桂山

6月18日㈭ 地区指定なし
（どなたでも受診できます）6月19日㈮

7月7日㈫ ながた野、みずほ台、みやこ野、永田、萱野、
砂田、小中、神房、池田、南玉、餅木、東駒込、

駒込（星谷地区を除く）、
経田（星谷地区を除く）

保健文化センター
（３階ホール）

7月8日㈬

7月9日㈭ みどりが丘、季美の森南、山口、小西、養安寺、
金谷郷、大竹、仏島（星谷地区を除く）、
大網（星谷・九北・福田を除く）7月10日㈮

7月11日㈯

地区指定なし
（どなたでも受診できます）

7月28日㈫

7月29日㈬

7月30日㈭

7月31日㈮

●特別徴収の納期
仮徴収 本徴収

4月 6月 8月 10月 12月 2月

暫定金額で徴収
（年間保険料―仮徴収分）を

３回に分けて徴収
年間保険料確定

固定資産税に関するお知らせ
①土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧
　自己の土地・家屋の評価額を市内の他の
土地・家屋と比較し、適正かどうか確認で
きる制度です。
▶縦覧できる方
・土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、
地積、価格）＝本市に土地を所有し、固定
資産税が課税されている方
・家屋価格等縦覧帳簿（所在、家屋番号、
種類、構造、床面積、価格）＝本市に家屋
を所有し、固定資産税が課税されている方
▶手数料＝無料
②固定資産課税台帳の閲覧
　自己の土地・家屋の固定資産課税台帳の
閲覧を求めることができます。
▶閲覧できる方＝本市に土地・家屋を所有
している方（納税義務者）、土地・家屋の

借地人・借家人など
▶手数料＝閲覧期間中は無料
◇縦覧・閲覧について
▶日時＝４月１日㈬～ 30日㈭８時45分～
16時30分　※㈯、㈰、㈷を除く。
▶場所＝税務課
▶持ち物＝運転免許証などの本人確認書
類、借地人・借家人は賃貸借契約書など
▶注意事項
・代理人は委任状が必要です。
・法人は法人の代表者印が押印された申請書
と、来庁される方の本人確認書類が必要です。
◇令和８年度固定資産税納税通知書の発送
▶発送予定日＝４月10日㈮
▶第１期納期限＝４月30日㈭
※�固定資産税納税通知書は再発行不可のた
め、大切に保管してください。

問税務課資産税班　　☎（７０）０３２２

　学生の方で所得が少ないことによ
り、保険料を納めることが困難なとき
は学生納付特例を申請できます。前年
所得などを審査し承認されると、保険
料の納付が猶予されます。
　承認された期間の保険料は、10年
以内であれば、さかのぼって納めるこ
とができます。
▶対象＝大学、大学院、短期大学、高
等学校、高等専門学校、専修学校およ
び各種学校に在学する20歳以上の方
※�国内に住所を置いたまま留学してい
る方は、問い合わせください。
▶所得基準（申請者本人のみ）
１２８万円+（扶養親族の数×38万
円）＋社会保険料控除額など
※�所得基準を超えていても退職を考慮
した審査を受けられる場合がありま
す（ただし、雇用保険被保険者離職
票などの添付が必要です）。
▶必要書類
・基礎年金番号がわかるもの

・学生証（表裏のコピー）または在学
証明書（原本）
・身分確認できるもの（運転免許証、
マイナンバーカードなど）
▶学生納付特例の承認期間
４月（または20歳到達日が属する月）
～年度末（３月末）
▶申請先＝住民登録をしている役所ま
たは年金事務所
※申請手続きは毎年必要です。
※�令和7年度に学生納付特例が承認さ
れ、日本年金機構からはがき形式の
学生納付特例申請書が郵送された方
は、必要事項を記入し、返送するこ
とにより申請ができます。マイナ
ポータルを利用した電子申請も可能
です。

問千葉年金事務所　
　☎０４３（２４２）６３２０
　市民課高齢者医療年金班
　☎（７０）０３３６

ね ん き ん ナ ビ 学生納付特例制度

食品ロスを意識し、作った料理は残さないようにしましょう。家庭で使用した食用油は、リサイクルしましょう。
問地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６

№708 62026.4.1


